
︻
資
料
紹
介
︼

村
岡
敵
討
事
件
の
実
録
『
但
州
村
岡
敵
討
』

 

田　

中　

則　

雄

 

︵
島
根
大
学
法
文
学
部
︶

摘
　
　
要

﹃
但
州
村
岡
敵
討
﹄
は
︑
但
馬
国
村
岡
に
お
い
て
一
六
八
二
年
に
起
こ
っ
た
敵
討
事
件
に
関
す
る
実
録
で
あ
る
︒
本
作
に
は
︑
特
に
事
件
の
経
緯
︑
人
物

の
捉
え
方
に
お
い
て
︑
実
録
と
し
て
の
様
式
的
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
︒

キ
ー
ワ
ー
ド
:
実
録
︑
近
世
小
説

は
じ
め
に
―
村
岡
敵
討
事
件
と
実
録
『
但
州
村
岡
敵
討
』
―

　

天
和
二
年
︵
一
六
八
二
︶
五
月
二
日
︑
但
馬
国
村
岡
に
お
い
て
︑
近
藤
源
太
兵

衛
︵
肥
前
国
唐
津
藩
主
松
平
和
泉
守
家
来
︶・
坂
尾
夫
兵
衛
︵
大
老
堀
田
正
俊
家

来
︶
ら
が
︑
村
岡
藩
士
の
池
田
七
郎
左
衛
門
・
浅
田
十
郎
兵
衛
の
屋
敷
を
襲
撃
す

る
事
件
が
起
こ
っ
た
︒
池
田
は
討
た
れ
︑
浅
田
は
逃
れ
た
が
︑
両
人
の
一
類
に
死

傷
者
が
出
た
︒
討
手
の
一
団
は
鳥
取
藩
の
庇
護
を
求
め
︑
同
藩
は
こ
れ
に
応
じ
︑

一
旦
鳥
取
へ
引
き
取
っ
た
後
︑
米
子
を
経
て
︑
近
藤
源
太
兵
衛
の
主
君
松
平
和
泉

守
の
領
地
唐
津
へ
と
送
っ
た
︒

　

実
録
﹃
但
州
村
岡
敵
討
﹄
は
︑
当
事
件
の
経
緯
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
の

実
録
に
拠
る
と
︑
事
の
発
端
は
︑
寛
文
年
中
︵
一
六
六
一
~
一
六
七
三
︶︑
村
岡

藩
主
山
名
矩
豊
︵
主
殿
︶
の
児
小
姓
北
条
三
木
之
助
が
傍
輩
の
川
野
九
十
郎
と
喧

嘩
を
生
じ
斬
害
︒
横
目
の
池
田
七
郎
左
衛
門
・
浅
田
十
郎
兵
衛
が
こ
れ
を
匿
っ

た
︒
三
木
之
助
は
こ
の
あ
と
何
度
か
居
所
を
移
し
た
後
︑
本
郷
に
住
む
浪
人
近
藤

宇
右
衛
門
方
に
隠
れ
︑
堀
田
正
俊
の
児
小
姓
に
有
り
付
き
︑
近
藤
一
学
と
名
乗
っ

た
︒
一
方
︑
山
名
矩
豊
は
︑
池
田
・
浅
田
が
横
目
の
役
に
あ
り
な
が
ら
三
木
之
助

を
匿
い
逃
が
し
た
こ
と
を
問
題
視
し
︑
三
木
之
助
を
討
っ
て
出
さ
ね
ば
許
さ
ぬ
と

て
暇
を
出
し
た
︒
池
田
・
浅
田
は
三
木
之
助
の
在
処
を
探
す
が
見
付
け
得
ず
︑
こ

れ
は
近
藤
宇
右
衛
門
の
関
与
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
遺
恨
を
抱
き
︑
延
宝
元

年
︵
一
六
七
三
︶
五
月
一
六
日
︑
本
郷
四
丁
目
の
寺
に
詣
で
た
宇
右
衛
門
を
討
っ

た
︒
こ
の
後
︑
池
田
・
浅
田
は
山
名
家
へ
の
帰
参
を
許
さ
れ
た
︒
以
上
は
江
戸
で

一

山
陰
研
究
（
第
十
七
号
）
二
〇
二
五
年
三
月
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起
こ
っ
た
事
ど
も
で
あ
る
︒

　

近
藤
一
学
︵
元
の
北
条
三
木
之
助
︶
は
︑
自
分
故
に
宇
右
衛
門
が
討
た
れ
た
こ

と
を
無
念
と
し
︑
坂
尾
夫
兵
衛︵

１
︶と

改
名
し
て
︑
宇
右
衛
門
の
弟
近
藤
源
太
兵
衛
と

合
流
し
て
同
志
を
集
め
︑
延
宝
三
年
︵
一
六
七
五
︶
九
月
︑
村
岡
の
池
田
・
浅
田

屋
敷
の
襲
撃
を
図
る
が
︑
途
中
で
露
顕
し
た
と
思
い
込
み
撤
退
︑
後
に
こ
れ
が
勘

違
い
で
あ
っ
た
と
知
り
大
い
に
悔
や
む
︒
こ
の
後
敵
方
の
様
子
︑
村
岡
の
地
理
な

ど
の
探
索
を
続
け
︑
満
を
持
し
て
︑
前
記
の
如
く
天
和
二
年
︵
一
六
八
二
︶
五
月

二
日
に
襲
撃
を
掛
け
た
と
す
る
︒

　

こ
の
事
件
に
関
す
る
記
述
は
︑﹃
因
府
録
﹄﹃
因
府
歴
年
大
雑
集
﹄
等
の
鳥
取
藩

政
資
料
︑
ま
た
同
藩
関
係
の
説
話
を
集
成
し
た
﹃
雪
窓
夜
話
﹄

︵
２
︶ 

に
も
見
ら
れ
る
︒

実
録
﹃
但
州
村
岡
敵
討
﹄
は
︑
事
件
の
経
緯
︑
関
与
し
た
人
物
に
関
す
る
記
述
に

お
い
て
︑
こ
う
し
た
藩
政
資
料
等
に
記
す
と
こ
ろ
と
乖
離
し
な
い
の
で
︑
地
元
で

制
作
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
地
方
実
録
で
あ
る
と
認
め
る
︒
但
し
会
話
や
行
動
︑
内
面

に
ま
で
踏
み
込
む
描
写
に
は
︑
実
録
と
し
て
の
様
式
的
特
徴
が
表
れ
て
い
る
︒

　

な
お
︑
井
原
西
鶴
の
﹃
武
道
伝
来
記
﹄
巻
三
の
一
︑
二
は
︑
こ
の
事
件
を
踏
ま

え
る
と
指
摘
さ
れ
て
お
り︶

3
︵

︑
文
学
領
域
へ
の
展
開
と
い
う
点
も
注
目
さ
れ
る
︒
椋

梨
一
雪
編
﹃
日
本
武
士
鑑
﹄︵
元
禄
九
年
︵
一
六
九
六
︶
刊
︶
巻
二
の
七
﹁
近
藤
源

太
兵
衛 

兄
敵
討
﹂
も
こ
の
事
件
を
記
す
も
の
で
あ
る
が
︑
そ
の
内
容
や
行
文
は

実
録
﹃
但
州
村
岡
敵
討
﹄
と
近
似
す
る
︒
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
は
︑
次
号
に
改

め
て
考
察
し
た
い
︒

　

本
実
録
の
伝
本
に
は
次
の
も
の
が
あ
る
︒
鳥
取
県
立
図
書
館
蔵
本
は
︑
鳥
取
県

智
頭
町
の
石
谷
貞
彦
氏
の
旧
蔵
︒
誤
字
が
多
い
な
ど
の
問
題
も
あ
る
が
︑
地
元
伝

来
の
本
で
あ
る
こ
と
︑
そ
の
本
文
が
原
初
形
態
に
近
い
と
推
測
さ
れ
る
こ
と
か

ら
︑
こ
れ
を
翻
刻
の
底
本
と
し
た
︒
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
本
は
︑﹃
伊
賀

上
野
山
城
日
岡
但
馬
村
岡
復
讐
実
記
﹄︵
外
題
︶
と
称
す
る
写
本
で
︑
そ
こ
に
収

め
る
﹁
但
州
村
岡
敵
討
鳥
取
御
厄
介
に
成
始
末
﹂
が
本
実
録
に
当
た
る
︒
こ
の
本

は
︑
荒
木
又
右
衛
門
ら
に
よ
る
伊
賀
越
敵
討
︑
黒
田
四
郎
兵
衛
に
よ
る
日
岡
峠
の

敵
討
︑
本
村
岡
敵
討
と
︑
何
れ
も
岡
山
・
鳥
取
を
治
め
た
池
田
家
に
関
係
す
る
事

件
の
記
を
収
録
す
る
︒
奥
書
に
︑﹁
右
敵
討
三
条
因
州
中
村
元
儀
蔵
書
也
︒
依
為

実
録
乞
需
之
書
写
了
／
天
明
五
年
乙
巳
十
月
廿
八
日
／
□
□
□
□
□
□
□
敬
﹂
と

あ
る
︒
天
明
五
年
は
一
七
八
五
︑
最
後
の
﹁
敬
﹂
字
の
み
残
し
書
写
者
名
は
削
り

取
ら
れ
て
い
る
︒
県
立
図
書
館
本
︑
内
閣
文
庫
本
の
本
文
は
概
ね
合
致
す
る
︒
鳥

取
県
立
博
物
館
蔵
本
は
︑
因
幡
国
岩
井
郡
浜
大
谷
村
︵
現
鳥
取
県
岩
美
町
大
谷
︶

の
中
島
正
之
に
よ
っ
て
天
明
年
間
︵
一
七
八
一
~
一
七
八
九
︶
を
中
心
に
作
成
さ

れ
た
実
録
写
本
群
の
一
︒
内
容
は
上
記
二
本
と
同
じ
で
あ
る
が
︑
文
章
表
現
に
異

同
が
見
ら
れ
︑
ま
た
敵
討
の
面
々
に
よ
る
口
上
書
の
写
し
の
配
置
箇
所
を
最
末
尾

に
変
更
す
る
な
ど
︑
独
自
の
加
工
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
窺
え
る
︒
こ
の
他
に
も
村

岡
・
鳥
取
を
中
心
に
地
元
に
伝
存
す
る
本
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
︑
調
査
は

今
後
の
課
題
と
す
る
︒

︵
1
︶
本
翻
刻
の
底
本
で
は
堀
尾
夫
兵
衛
と
す
る
が
︑
諸
資
料
坂
尾
と
す
る
︒

こ
こ
で
は
こ
れ
に
従
う
︒

︵
2
︶﹃
雪
窓
夜
話
﹄
と
称
す
る
近
世
鳥
取
の
説
話
集
に
は
︑
次
の
二
種
が
存

す
る
︒
一
は
︑
宝
暦
五
年
︵
一
七
五
五
︶
に
没
し
た
上
野
忠
親
が
最
晩
年
ま

で
編
纂
を
続
け
て
成
っ
た
も
の
︵
鳥
取
県
立
図
書
館
︑
請
求
記
号
︑
三
八
八

／
八
︑
五
冊
本
︶︒
一
は
︑
外
題
は
同
じ
く
﹃
雪
窓
夜
話
﹄
と
す
る
も
の

の
︑
忠
親
﹃
雪
窓
夜
話
﹄
所
収
話
を
取
捨
選
択
し
つ
つ
記
述
を
改
変
し
︑

更
に
話
を
追
記
し
た
も
の
で
︑
一
八
〇
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
成
立
し
た

も
の
と
見
ら
れ
る
︵
同
︑
請
求
記
号
︑
三
八
八
／
三
︑
二
冊
本
︶︒
田
中
則

雄
﹁
鳥
取
藩
士
宅
間
八
大
夫
事
件
の
実
録
化
に
つ
い
て
﹂︵﹃
山
陰
研
究
﹄

二

村
岡
敵
討
事
件
の
実
録
『
但
州
村
岡
敵
討
』（
田
中
則
雄
）
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一
五
︑
二
〇
二
二
年
一
二
月
︶
参
照
︒
当
事
件
の
記
述
を
収
録
す
る
の
は

後
者
︒

︵
3
︶﹃
武
道
伝
来
記
﹄
巻
三
の
一
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
︑
小
谷
省
三
﹁
西
鶴

武
家
物
の
素
材
﹂︵﹃
国
文
学
﹄︵
関
西
大
学
国
文
学
会
︶
二
一
︑
一
九
五
八

年
四
月
︶︑﹃
同
﹄
巻
三
の
二
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
︑
森
田
雅
也
﹁
西
鶴

﹃
武
道
伝
来
記
﹄
と
村
岡
騒
動
︱
地
方
談
林
俳
人
へ
の
﹁
挨
拶
﹂
の
手
法
︱
﹂

︵﹃
日
本
文
藝
学
﹄
五
一
︑
二
〇
一
五
年
三
月
︶
参
照
︒

︿
書
誌
﹀

○
底
本　

鳥
取
県
立
図
書
館
蔵
︵
石
谷
貞
彦
旧
蔵
︶︒
一
冊
︒
請
求
記
号
︑
Ｗ
Ａ

／
二
〇
九
・
二
／
二
三
三
／
郷
土
Ｗ
Ｈ
︒

○
表
紙
欠
︒
仮
綴
︒
一
四
・
〇
×
二
〇
・
一
糎
︒

○
内
題
な
し
︒
尾
題
﹁
但
州
村
岡
敵
討
﹂︒

○
丁
数　

全
二
九
丁

○
行
数　

毎
半
葉
一
一
行
︵
第
一
丁
~
第
一
四
丁
︶︑
一
五
行
︵
第
一
五
丁
~
第

二
九
丁
︶︒

︿
凡
例
﹀

一
︑
漢
字
は
原
則
と
し
て
現
在
通
行
の
字
体
を
用
い
た
︒

一 

︑
誤
字
・
宛
字
・
衍
字
︑
意
味
の
通
ら
ぬ
字
句
は
原
則
と
し
て
底
本
通
り
と
し

た
が
︑
適
宜
右
傍
に
︑
本
来
あ
る
べ
き
字
に
正
し
て
︵　

︶
に
入
れ
て
示
し
︑

あ
る
い
は
そ
の
ま
ま
残
し
て
マ
マ
と
記
し
た
︒
な
お
単
純
な
誤
り
に
つ
い
て

は
︑
断
ら
ず
に
改
め
た
所
が
あ
る
︒

一 

︑
脱
字
は
︵　

︶
に
入
れ
て
補
っ
た
︒
ま
た
︑
底
本
に
は
助
詞
の
省
略
が
多
く
見

ら
れ
る
が
︑
読
解
の
便
を
考
慮
し
︑︵　

︶
に
入
れ
て
補
っ
た
所
が
あ
る
︒

一 

︑
仮
名
の
濁
点
は
︑
底
本
に
お
け
る
有
無
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
︑
新
た
に
付
け

直
し
た
︒

一
︑
底
本
に
は
句
読
点
が
な
く
︑
新
た
に
施
し
た
︒

一
︑
会
話
に
相
当
す
る
部
分
を
﹁　

﹂
で
括
っ
た
︒

一
︑
適
宜
段
落
を
設
け
た
︒

一 

︑
底
本
に
は
丁
付
が
な
く
︑
翻
刻
に
あ
た
り
通
し
の
丁
付
を
（
一
オ
）
の
如
く
示

し
た
︒

一 

︑
底
本
に
お
け
る
破
損
箇
所
︑
意
味
の
通
り
に
く
い
箇
所
に
つ
い
て
︑
国
立

公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
﹁
但
州
村
岡
敵
討
鳥
取
御
厄
介
に
成
始
末
﹂︵
略
称

︵
内
︶︶︑
鳥
取
県
立
博
物
館
蔵
中
島
家
旧
蔵
本
︵
略
称
︵
中
︶︶
に
拠
っ
て
補
い
︑

︹　

︺
で
括
っ
て
補
い
︑
そ
の
旨
を
注
に
記
し
た
︒

一 

︑
注
に
は
︑
右
二
本
と
の
校
異
︑
ま
た
︑
読
解
の
参
考
と
な
る
と
思
わ
れ
る
事

柄
を
︑
最
小
限
に
絞
っ
て
記
し
た
︒

〔
翻
刻
〕『
但
州
村
岡
敵
討
』

　

伝
聞
し
は
︑
寛
文
年
中
武
州
江
戸
に
て
︑
但
馬
村
岡
の
領
主
山
名
主
殿
之
児
扈

従
北
条
三
木
之
助
︑
傍
輩
川
野
九
十
郎
と
喧
𠵅
を
仕
︑
則
座
に
切
殺
し
︑
直
に
横

目
浅
田
重
郎
兵
衛
・
池
田
七
郎
左
衛
門
部
屋
え
走
り
込
有
増
か
く
と
語
け
れ
ば
︑

兼
而
贔
屓
の
三
木
之
助
故
に
や
︑﹁
一
先
爰
を
落
べ
し
︒
万
一
以
後
に
ろ
け
ん
し

て
銘
々
越
度
に
及
な
ら
ば
︑
三
木
之
介
一
所
に
生
害
す
べ
し
﹂
と
て
︑
互
に
堅
言

か
わ
し
立
退
け
る
︒（
一
オ
）
三
木
之
介
は
隣
家
松
浦
伊
右
衛
門
殿
へ
欠
込
け
る
︒

暫
御
介
抱
に
て
︑
其
後
肥
前
唐
津
の
城
主
六
万
石
松
平
和
泉
守
殿
︑
当
時
左
近
将

三

村
岡
敵
討
事
件
の
実
録
『
但
州
村
岡
敵
討
』（
田
中
則
雄
）
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監
乗
邑
御
家
来
近
藤
源
太
兵
衛
︑
親
類
成
る
故
︑
彼
方
迄
忍
し
か
ど
︑
長
屋
住
居

に
お
か
れ
ん
事
遠
慮
あ
つ
て
︑
源
太
兵
衛
兄
近
藤
宇
右
衛
門
︑
浪
人
に
て
本
郷
に

有
し
︑
其
方
を
頼
隠
れ
を
り
し
か
ど
︑
住
居
せ
ま
く
他
目
多
︑
上
野
寺
軽
院
執
持

に
て
︑
堀
田
筑
前
守
へ
児
小
性
に
有
付
︑
近
藤
一
学
と
改
け
る
︒
漸
年
月
も
過
︑

（
一
ウ
）
三
木
之
介
は
池
田
・
浅
田
が
才
覚
に
て
落
し
た
り
と
村
岡
諸
士
の
風
聞
︑

主
殿
被
聞
召
︑﹁
池
田
・
浅
田
は
役
儀
が
ら
に
は
不
届
成
︒
三
木
之
介
を
討
て
出

す
べ
し
︒
無
左
は
両
人
越
度
に
書
付
べ
し
﹂
と
て
暇
を
給
り
け
る
︒

　

池
田
・
浅
田
︑﹁
か
く
浪
人
せ
し
事
︑
三
木
之
助
き
か
ざ
る
事
は
よ
も
あ
ら
じ
︒

夫
を
聞
か
ぬ
顔
に
て
出
合
ざ
る
は
日
本
一
の
不
道
人
也
︒
諸
全
三
木
之
介
を
討
出

す
べ
し
﹂
と
て
︑
此
彼
に
隠
れ
居
て
覘
と
い
へ
ど
も
︑
終
に
不
出
合
︒
次
第
に
き

う
悪
の
身
を
（
二
オ
）
せ
め
け
る
に
や
︑ 

1三
界
雖
広
と
一
身
の
無
指
所
古
郷
雖
多

一
飯
の
憩
人
な
け
れ
ば
︑
今
は
は
や
兎
や
か
く
と
あ
ん
じ
煩
け
る
︒﹁
三
木
之
介

を
出
さ
ぬ
は
近
藤
宇
右
衛
門
が
所
為
成
︒
此
上
は
宇
右
衛
門
う
つ
べ
く
﹂
と
覘
折

節
︑
延
宝
元
年
五
月
十
六
日
江
戸
本
郷
四
丁
目
の
寺
に
て
四
つ
手
籠
に
乗
参
を
見

れ
ば
︑
宇
右
衛
門
無
紛
︒
是
天
の
与
と
思
︑
弐
人
編
笠
を
取
三
木
之
介
が
行
衛
を

尋
る
に
︑﹁
更
に
知
ら
ぬ
﹂
と
語
り
︑
其
儘
引
ず
り
下
し
︑
宇
右
衛
門
討
留
（
二

ウ
）
け
れ
ば
︑
寺
中
騒
動
し
︑
門
々
固
め
け
る
︒
池
田
・
浅
田
編
笠
を
被
く
ま
な

く
漸
々
藪
を 

2括
り
て
逃
去
り
け
る
︒
相
手
を
尋
る
と
い
へ
ど
も
︑
何
者
共
行
衛

不
知
︑
無
是
非
編
笠
弐
つ
取
て
弟
源
太
兵
衛
ゑ
渡
し
け
る
︒

　

其
後
二
和
十
兵
衛
編
笠
の
緒
を
能
み
れ
ば
︑
反
古
に
て
よ
り
た
る
観
世
撚
︑
是

を
ほ
ど
き
見
れ
ば
︑
池
田
七
郎
左
衛
門
・
浅
田
十
郎
兵
衛
と
連
名
あ
り
︒
相
手

1 

︵
内
︶
三
界
雖
広
一
身
の
お
く
所
な
く
︑
古
友
雖
多
一
飯
の
与
る
人
な
け
れ
ば

2 

︵
内
︶
く
ゞ
り
て

は
池
田
・
浅
田
に
極
り
た
り
と
歓
喜
し
て
︑ 

3俄
に
但
州
の
様
子
を
窺
聞
ば
︑（
三

オ
）
池
田
・
浅
田
は
早
主
殿
へ
帰
参
し
︑
二
度
一
所
に
懸
命
の
地
を
安
堵
し
た
る

と
き
く
︒
近
藤
一
学
今
は
止
事
を
得
ざ
れ
ば
︑
我
故
に
宇
右
衛
門
を
討
せ
世
間
の

人
口
恥
敷
思
ひ
け
ん
︑
再
三
暇
を
願
と
い
へ
共
︑
聞
届
給
は
ず
︒
無
是
非
松
浦
伊

右
衛
門
殿
を
頼
暇
を
貰
け
れ
ば
︑
直
に
元
服
し
て 

4堀
尾
夫
兵
衛
と
改
名
し
︑
近

藤
源
太
兵
衛
と
申
合
︑
其
外
一
身
同
心
之
集
︑
池
田
・
浅
田
を
夜
討
に
す
べ
し
と

謀
略
し
︑
延
宝
三
年
前
田
安
藝
守
・
能
勢
日
向
守
（
三
ウ
）
殿
え
相
断
︑
敵
打
の

御
帳
付
︑
八
月
上
旬
上
下
廿
五
人
武
州
を
打
立
︑
丹
波
路
を
越
︑
九
月
十
日
に
但

州
妙
見
山
︵
に
︶
籠
︑
其
夜
鶏
鳴
の
時
分
︑
池
田
・
浅
田
が
屋
敷
へ
堀
尾
夫
兵
衛

忍
び
込
︑
敵
の
様
子
を
窺
相
図
の
笛
を
吹
け
れ
ば
︑
笛
合
致
さ
ず
︒
夫
兵
衛
不
審

に
お
も
ひ
塀
を
乗
越
立
帰
見
れ
ば
︑
身
方
は
壱
人
も
見
へ
ず
︑
向
の
山
端
よ
り
何

者
共
知
ず
大
勢
炬
を
燈
し
来
る
︒
周
章
て
妙
見
山
︵
に
︶
立
帰
り
︑
夫
兵
衛
が
い

わ
く
︑﹁
方
々
（
四
オ
）
い
か
に
思
ひ
給
ふ
ぞ
や
︒
ヶ
様
に
て
は
中
々
本
意
は
遂
が

た
し
︒
早
隠
謀
露
顕
せ
り
︒
一
先
爰
を
去
り
時
節
を
待
べ
し
﹂
と
各
立
退
け
る
︒

後
に 

5年
貢
納
を
聞
て
︑
千
度
悔
し
と
か
や
︒
池
田
・
浅
田
方
に
は
是
を
ば
不
知
︑

翌
朝
高
塀
に
畳
階
子
大
槌
共
捨
有
を
見
て
︑
敵
夜
打
に
寄
た
り
︵
と
︶
心
付
て
惣

曲
輪
に
藪
を
か
ま
へ
︑
長
屋
門
一
口
に
し
て
用
心
厳
敷
容
易
︵
に
︶
可
討
方
便
も

な
か
り
け
り
︒

　

源
太
兵
衛
・
夫
兵
衛
無
是
非
（
四
ウ
）
京
都
へ
居
住
し
︑
夫
ゟ
源
太
兵
衛
家
来

高
橋
喜
兵
衛
は
小
間
物
屋
に
身
を
や
つ
し
︑
村
岡
へ
二
三
年
も
通
ひ
敵
の
有
様
を

伺
︑
山
本
五
兵
衛
は
鏡
磨
に
成
︑
是
も
村
岡
へ
通
ひ
所
々
抜
道
を
心
掛
け
る
︒
近

3 

︵
内
︶
潜
に

4 

︵
内
︶
坂
尾
夫
兵
衛
︒
以
下
同
じ
︒

5 

︵
内
︶
年
貢
納
の
百
性
な
り
と
聞
て

四

村
岡
敵
討
事
件
の
実
録
『
但
州
村
岡
敵
討
』（
田
中
則
雄
）
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藤
源
太
兵
衛
︑
親
は
春マ

マ
に
及
︑
古
郷
下
野
国
に
有
け
る
︒
彼
方
へ
源
太
兵
衛
よ
り

音
信
け
る
は
︑﹁
先
年
も
兄
宇
右
衛
門
の
讐
を
報
る
事 

6掌
の
中
に
あ
り
し
に
︑
却

而
敵
に
後
を
見
ら
れ
︑
末
代
迄
の
嘲
︑
悔
て
も
（
五
オ
）
あ
ま
り
有
︒
老
衰
の
身

助
命
の
程
も
案
じ
侘
し
﹂
と
やマ

マ

心
中
を
書
尽
し
送
り
け
る
︒
父
の
返
翰
に
︑﹁
光

陰
箭
之
如
︑
兄
宇
右
衛
門
十
三
回
忌
︵
に
︶
当
り
未
会
稽
の
恥
辱
を
雪
が
ざ
る
事
︑

草
陰
成
亡
霊
も
嘸
恨
敷
お
も
ふ
ら
め
︒
人
生
古
来
七
拾
稀
成
と
い
へ
り
︒
我
は
七

拾
有
余
成
︑
全
命
惜
き
︵
に
︶
あ
ら
ず
︒
片
時
も
早
く
汝
敵
の
屋
形
に
忍
入
︑
縦

勝
利
を
不
得
共
︑
池
田
・
浅
田
が
宅
を
枕
と
し
て
打
死
し
た
る
と
聞
な
ら
ば
︑
最

早
（
五
ウ
）
此
世
に
思
ひ
残
事
な
し
︒
此
儘
に
死
な
ら
ば
︑
定
て
冥
途
黄
泉
の
旅

に
も
迷
べ
し
︒
父
が
命
を
案
ず
る
は
却
而
不
孝
の
至
成
︒
凡
守
小
信
忘
大
儀
は
良

将
勇
士
の
恥
所
な
り
︒
古
の
程
嬰
は
我
が
子
を
殺
し
幼
稚
の
主
の
命
を
助
︑
予

譲
は
貌
を
変
じ
旧
君
の
恩
の

︵
を
︶報

じ
︑
近
代
直
江
山
城
守
は
一
子
を
殺
し
主
君
上

杉
の
子
世
に
出
す
︒
是
皆
不
易
の
忠
義
な
り
︒
況
生
死
不
定
な
れ
ば
︑
万
一
（
六

オ
）
大
望
遂
ず
ん
ば
︑
後
悔
何
之
益
あ
ら
ん
︒
汝
徒
に
年
月
を
送
事
︑
父
が
心
事

に
た
が
へ
り
︒
最
早
現
在
の
通
便
是
限
り
成
﹂
と
書
述
け
る
︒
源
太
兵
衛
諫
言
に

驚
て
︑
兼
而
一
身
の
小
山
田
清
左
衛
門
・
二
和
十
兵
衛
・
山
田
又
市
・
堀
尾
夫
兵

衛
・
近
藤
源
太
兵
衛
家
来
高
橋
喜
兵
衛
・
山
本
五
兵
衛
招
集
︑﹁
兄
宇
右
衛
門
が

亡
前
之
讐
報
ぜ
ん
事
︑
漸
今
年
に
極
れ
り
︒
先
年
多
の
勢
を
催
し
敵
に
後
を
見
ら

れ
︑
此
度
は
各
我
等
（
六
ウ
）
も
七
人
命
を
塵
芥
に
比
し
義
を
金
石
に
類
し
て
責

可
戦
︒
万
一
勝
利
を
不
得
は
︑
一
所
に
生
害
す
べ
し
﹂
と
言
ば
︑
何
れ
も
堅
領
掌

し
︑
思
々
に
父
子
兄
弟
を
方
付
︑
娑
婆
の
暇
を
乞
︑
恩
愛
の
別
れ
を
な
し
け
る
︒

中
に
も
山
田
又
市
︑
六
拾
及
老
衰
の
母
折
節
病
悩
の
体
に
臥
け
る
が
︑
枕
を
あ
げ

又
市
を
諫
て
︑﹁
汝
平
生
孝
心
成
る
は
︑
定
而
死
期
に
及
び
臆
を
可
取
︒
人
間
半

6 

底
本
﹁
臺
﹂
の
如
き
字
な
れ
ど
︑
虫
損
に
て
判
読
し
難
く
︑︵
内
︶
に
よ
り
改
む
︒

百
と
い
へ
共
︑
我
は
六
十
（
七
オ
）
に
あ
ま
り
︑
縦
道
路
の
衢
に
飢
死
す
る
共
不

可
嘆
︒
又
は
腰
舁
に
乗
共
非
可
嘆
︒
母
に
心
が
臆
万
一
敵
の
擒
と
成
と
聞
な
ら
ば
︑

七
生
ま
で
の
勘
当
成
︒
早
先
に
打
死
す
べ
し
︒
喩
匹
夫
に
生
れ
た
り
と
も
︑
志
を

ば
後
代
に
留
よ
︒
況
や
譜
代
相
伝
之
恩
孝
の
讐
成
︒
一
旦
の
命
を
遁
と
て
多
年
の

忠
孝
忘
る
事
な
か
れ
︒
往
昔
漢
の
黄
良
が
母
を
学
び
︑
我
も
一
衣
を
送
る
間
︑
平

生
（
七
ウ
）
母
が
陰
身
に
添
と
思
ひ
心
強
討
死
す
べ
し
﹂
と
諫
て
︑
更
に
悲
泣
の

体
は
な
く
︑
歓
喜
し
て
見
せ
け
れ
ば
︑
又
市
今
は
安
堵
の
思
ひ
を
な
し
け
り
︒
さ

て
鑓
長
刀
鎖
り
帷
子
抔
を
用
意
し
て
︑
今
日
や
明
日
や
と
吉
日
を
撰
け
る
︒

　

頃
は
天
和
弐
年
壬
戌
四
月
廿
日
︑
京
都
打
立
播
磨
路
を
越
︑
同
廿
八
日
因
州
鳥

取
へ
当
着
し
︑
河

︵
川
︶端

四
丁
目
に
一
宿
し
︑
翌
廿
九
日
馬
指
三
郎
右
衛
門
と
申
者
に

人
馬
を
雇
︑ 

7︹
病
人
︺
二
和
十
兵
衛
を
駕
籠
に
の
せ
︑（
八
オ
）
同
日
岩
井
郡
湯
村

へ
参
着
し
︑
中
瀬
屋
三
郎
右
衛
門
方
に
宿
り
︑
入
湯
の
望
み
を
な
し
け
り
︒
其
節

小
山
田
弥
市
郎
と
云
浪
人
御
穿
鑿
の
最
中
な
れ
ば
︑
宿
や
申
は
﹁
各
御
生
国
主
人

御
書
出
し
候
得
﹂︒
何
れ
も
承
り
︑﹁
銘
々
山
城
東
本
願
寺
の
家
来
堀
道
喜

近
藤
源
太
兵
衛

替
名
︒
尤
惣
髪
︑
坂
田
又
四
郎
山
田
又
市

か
ゑ
な

︑
吉
田
清
右
衛
門
小
山
田
清
左

衛
門
替
名

︑
和
田
夫
右
衛
門

堀
尾
夫
兵

衛
替
名
︒
︑
二
和
十
兵
衛
替
名

不
知
︑
茂
兵
衛
高
橋
喜
兵
衛
替

名
︒
一
本
指

︑
小
兵
衛
山
本
五
兵
衛

替
名
︒
同
断
︑
右
両
人
は

京
都
珠
数
屋
に
て
侍
る
﹂
と
書
（
八
ウ
）
出
し
け
る
︒﹁
併
今
一
応
は
改
べ
し
﹂
と

て
︑
大
庄
や
喜
三
郎
・
喜
平
次
参
相
改
け
れ
ど
も
︑
御
吟
味
の
相
文
不
相
応
成
故
︑

無
別
条
由
に
て
帰
り
け
る
︒
宿
三
郎
右
衛
門
荷
物
を
集
る
に
︑
纔
成
渋
紙
包
計
に

て
殊
外
重
く
︑
万
々
湯
治
之
覚
語
に
は
不
見
由
︑
有
増
役
人
ゑ
咄
し
け
れ
ば
︑﹁
然

れ
ば
今
宵
忍
を
入
︑
い
か
様
の
咄
し
共
す
る
ぞ
様
子
を
聞
べ
し
﹂
と
て
︑
忍
を
入

け
る
に
︑
洛
陽
東
山
・
小

︵
御
︶室

・
清
水
・
本
願
寺
の
咄
ば
か
り
致
け
る
︒
然
れ
共
声

を
（
九
オ
）
も
聞
け
ば
京
者
に
は
あ
ら
ず
︒
弥
不
審
に
思
ひ
け
る
折
節
︑
翌
朝
朔

7 

︵
内
︶
に
よ
り
補
︒

五

村
岡
敵
討
事
件
の
実
録
『
但
州
村
岡
敵
討
』（
田
中
則
雄
）

－ 230 －



日
の
八
つ
過
に
︑
宿
屋
三
郎
右
衛
門
を
呼
︑﹁
銘
々
暫
く
入
湯
可
致
所
に
︑
俄
に

本
国
え
帰
申
事
出
来
成
故
︑
揚
り
申
間
︑
馬
か
ご
今
夜
七
つ
に
参
様
に
申
付
可
給
﹂

と
曰
り
︒
宿
屋
承
り
︑﹁
各
様
子
東
本
願
寺
の
御
家
人
と
被
仰
候
得
共
︑
声
聞
ば

京
都
し
う
に
は
不
非
︒
其
上
荷
物
抔
湯
治
の
御
覚
語
と
は
中
々
不
存
寄
︒
昨
日
御

当
着
今
夜
俄
に
御
揚
り
︑
彼
是
不
審
（
九
ウ
）
に
存
候
︒
私
壱
人
の
了
簡
に
も
難

及
︒
此
段
役
人
共
へ
申
聞
べ
し
﹂
と
い
へ
り
︒﹁
成
程
不
審
は
尤
成
︒
銘
々
元
来

は
湯
治
之
者
に
は
不
非
︒
丹
後
文
殊
へ
参
詣
の
者
に
而
候
所
︑
此
病
人
は
京
都
町

人
の
伜
成
が
︑
幼
少
ゟ
病
者
故
︑
彼
が
親
共
当
所
に
温
泉
を
及
聞
召
れ
︑
入
湯
致

さ
せ
呉
候
得
と
頼
申
に
付
︑
是
ま
で
召
つ
れ
け
る
に
︑
道
中
一
寸
度
風
引
湯
も
当
︑

気
色
以
の
外
︵
に
︶
見
ゆ
る
に
ゟ
︑
片
時
も
は
や
く
召
連
帰
親
里
へ
相
渡
申
度
存

故
︑（
十
オ
）
俄
に
揚
申
﹂
と
語
り
け
る
︒
宿
屋
承
︑﹁
然
ば
此
段
役
人
共
へ
申
聞

さ
ん
﹂
と
て
︑
彦
三
郎
・
喜
平
次
へ
咄
し
け
る
︒
両
人
申
は
︑﹁
何
分
に
も
馬
は

夜
明
け
可
出
︒
又
一
応
十
兵
衛
を
発
足
前
に
改
﹂
と
内
談
致
け
る
︒
夜
半
過
ゟ
馬

籠
参
た
る
と
気
を
せ
り
け
る
︒
漸
夜
も
明
け
け
る
と
︑
彦
三
郎
・
喜
平
次
参
︑
何

れ
に
も
対
面
し
︑﹁
御
当
着
の
節
も
改
候
得
共
︑
御
病
人
十
兵
衛
殿
一
応
改
申
度
﹂

と
い
へ
ば
︑ 

8和
田
夫
右
衛
門
進
出
︑﹁
各
方
は
余
り
成
仕
方
︒
爰
元
は
田
舎
故
（
十

ウ
）
再
応
と
御
改
に
候
や
﹂
と
逆
鱗
の
体
に
見
へ
け
る
︒
喜
平
次
承
り
︑﹁
夫
は

仰
と
も
不
被
存
︒
小
山
田
弥
一
郎
は
天
下
一
同
の
御
吟
味
者
也
︒
洛
陽
の
様
子
は

不
存
︑
爰
元
に
て
は
御
吟
味
強
く
︑
不
審
ヶ
間
鋪
事
あ
ら
ば
︑
幾
度
も
吟
味
を
可

仕
由
に
て
候
︒
御
不
笑

︵
肖
︶な

が
ら
御
病
人
を
今
少
し
可
改
﹂
と
い
へ
り
︒ 

9又
四
郎

飛
出
︑﹁
仰
之
通
小
山
田
儀
は
洛
中
に
て
も
御
吟
味
強
て
︑
各
御
念
入
候
は
尤
也
︒

然
ば
御
改
あ
れ
﹂
と
︑
十
兵
衛
を
引
立
け
る
︒
傷
寒
に
て
熱
は
強
く
︑
十
方
（
十
一

8 

堀
尾
夫
兵
衛
の
こ
と
︒

9 

山
田
又
市
の
こ
と
︒

オ
）
成
事
計
云
︑
大
手
ひ
ろ
げ
狂
乱
の
体
見
へ
け
る
︒
又
四
郎
十
兵
衛
を
諫
て
︑

﹁
汝
日
比
に
は
不
似
合
者
︵
に
︶
候
︒
心
を
し
づ
め
ら
れ
よ
﹂
と
一
向
申
け
る
と
︑

少
は
静
に
成
け
り
︒
彦
三
郎
・
喜
平
次
立
寄
︑﹁ 

10相
改
御
勝
手
次
第
御
立
候
得
﹂

と
申
渡
て
帰
け
る
︒
彼
是
手
延
︑
堀
尾
夫
兵
衛
殊
外
立
腹
し
︑﹁
是
程
之
存
立
段
々

妨
有
の

︵
之
︶口

惜
次
第
︒
今
日
は
是
非
村
岡
へ
踏
込
天
運
に
ま
か
せ
可
申
﹂
と
涙
を
流

し
︑
追
付
馬
駕
籠
来
と
荷
物
を
付
︑
五
月
二
日
の
朝
六
半
過
に
湯
村
（
十
一
ウ
）

を
立
蒲
生
峠
を
越
︑
但
州
二
方
郡
竹
田
ゑ
到
着
す
︒
馬
駕
籠
次
か
ゑ
昼
支
度
を
調

竹
田
を
立
︑
夫
よ
り
浅
手
の
坂
︵
に
︶
懸
り
︑﹁
駕
籠
馬
子
は
是
ゟ
竹
田
へ
可
帰
﹂

と
い
へ
ば
︑
銘
々
は
﹁
村
岡
迄
の
御
約
束
仕
候
間
︑
村
岡
迄
は
是
非
可
参
﹂
と
言

に
付
︑
巾
着
ゟ
銀
子
を
差
出
し
見
は
か
ら
い
に
遣
し
け
れ
ど
も
︑
足
り
不
足
之
口

論
致
し
け
れ
ば
︑﹁
兎
角
は
い
ら
ぬ
︒
軍
神
の
血
祭
り
に
せ
ん
﹂
と
太
刀
引
抜
と
︑

恐
れ
周
章
逃
去
り
け
り
︒

　

夫
ゟ
荷
物
を
解
思
ひ
〳
〵
に
武
（
十
二
オ
）
具
を
用
意
し
︑
何
れ
も
打
寄
今
生

の
暇
乞
を
な
し
け
り
︒
中
に
も
二
和
十
兵
衛
は
病
中
に
て
浅
手
坂
迄
駕
籠
に
乗

参
け
る
所
に
︑
熱
引
本
心
に
成
︑
何
れ
も
に
向
︑﹁
某
拾
年
此
方
春
秋
を
不
易
寝

雖
砕
肺
肝
︑
病
苦
身
責
ば
可
防
力
尽
︑
今
日
の
全
度
に
不
逢
し
て
生
甲
斐
な
し
︒

冀
は
各
我
を
敵
の
方
へ
向
刺
殺
し
可
給
︒
は
や
と
く
〳
〵
﹂
と
涼
げ
に
聞
へ
け

る
︒
源
太
兵
衛
︑﹁
い
し
く
も
申
さ
れ
た
り
︒
誰
も
今
日
を
限
り
の
命
ぞ
（
十
二

ウ
）
か
し
︒
死
出
の
三
途
川
を
手
に
手
を
取
て
渡
る
べ
し
︒
今
生
の
名
残
是
迄
也
﹂

と
︑
盃
を
取
か
は
し
︑
源
太
兵
衛
・
又
市
両
人
十
兵
衛
を
引
立
駕
籠
の
左
右
ゟ

指
通
し
︑
死
骸
を
遥
な
る
谷
底
ゑ
刎
落
し
︑﹁
最
早
こ
ゝ
ろ
に
懸
る
事
な
し
︒
勇

や
〳
〵
﹂
と
て
︑
浅
手
の
坂
を
下
り
和
田
村
を
過
行
け
る
時
︑
和
田
の
百
性
六
人

の
出
立
を
見
れ
ば
︑
村
岡
の
敵
討
な
り
︒﹁
急
此
由
村
岡
へ
注
進
す
べ
し
﹂
と
て
︑

10 

︵
内
︶
底
本
に
同
じ
︒︵
中
︶
相
改
無
別
条
間
︑
御
勝
手
次
第
に
御
立
可
被
成

六

村
岡
敵
討
事
件
の
実
録
『
但
州
村
岡
敵
討
』（
田
中
則
雄
）
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六
人
の
跡
ゟ
百
性
を
付
け
（
十
三
オ
）
け
る
︒
天
竺
峯
岐
と
言
所
に
て
百
性
さ
き

が
け
せ
し
故
︑﹁
き
や
つ
正
敷
村
岡
へ
の
注
進
と
見
へ
た
り
︒
討
て
取
﹂
と
ひ
し

め
け
ば
︑
注
進
の
者
恐
て
和
田
へ
帰
り
け
る
︒

　

其
内
に
六
人
町
口
へ
懸
り
︑﹁
火
事
よ
〳
〵
﹂
と
呼
し
か
ば
︑
上
下
立
騒
間
に
︑

敵
の
屋
形
に
無
二
無
三
に
懸
入
︑
池
田
七
郎
左
衛
門
が
方
に
は
堀
尾
夫
兵
衛
・
小

山
田
清
左
衛
門
・
山
本
五
兵
衛
︑
浅
田
十
郎
兵
衛
方
に
は
近
藤
源
太
兵
衛
・
高
橋

喜
兵
衛
・
山
田
又
市
︑
三
人
宛
二
手
に
別
れ
切
入
け
る
︒
敵
の
池
田
七
郎
左
衛

門
（
十
三
ウ
）
宿
に
居
ず
︒
方
々
と
尋
け
る
内
に
︑
門
番
文
左
衛
門
飛
出
︑﹁
火
事

に
は
非
ず
︑
敵
討
﹂
と
声
を
懸
け
る
︒
夫
兵
衛
取
て
返
し
門
番
を
追
ち
ら
し
︑
長

屋
ゟ
浅
田
十
郎
兵
衛
弟
浅
田
郷
右
衛
門
長
刀
を
引
提
出
︑
山
田
又
市
渡
合
︒
源
太

兵
衛
は
裏
口
に
廻
り
は
し
り
有
所
を
︑
押
明
其
儘
踏
込
︒
台
所
ゟ
あ
が
り
︑
十
郎

兵
衛
は
見
へ
ず
︒
隣
家
の
七
郎
左
衛
門
其
外 

11女
中
打
寄
茶
を
呑
い
け
る
︒
七
郎

左
衛
門
は
納
戸
ゑ
逃
込
け
る
故
︑（
十
四
オ
）
源
太
兵
衛
追
懸
致
け
る
︒
地
炉
側

に
山
い
も
皮
剝
ち
ら
し
た
る
に
す
べ
り
つ
ま
づ
く
所
を
︑
下
女
熱
灰
を
す
く
い
掛

る
所
を
︑
起
上
り
片
手
打
に
払
け
る
と
︑
下
女
は
﹁
あ
つ
﹂
と
さ
け
び
て
打
臥
け

る
︒
源
太
兵
衛
納
戸
へ
付
込
戸
引
窓
を
下
し
︑
闇
く
敵
の
行
へ
見
ざ
り
け
る
︒
七

郎
左
衛
門
長
刀
構
て
居
る
と
み
へ
た
り
︒
源
太
兵
衛
走
り
掛
り
て
一
太
刀
打
込
け

り
︒
あ
ま
り
強
打
込
故
︑
右
の
手
か
う
面
へ
懸
長
刀
に
行
当
り
け
る
と
︒
長
刀
取

直
し
た
り
と
（
十
四
ウ
）
見
ゑ
た
る
所
を
︑
透
間
な
く
下
手
に
引
組
︑
七
郎
左
衛

門
脇
指
を
抜
二
太
刀
着
込
み
上
を
打
け
れ
ば
︑
帷
子
計
少
し
切
れ
た
り
︒
池
田
勝

に
て
源
太
兵
衛
を
取
て
押
へ
け
る
所
に
︑
堀
尾
夫
兵
衛
走
り
来
り
て
︑﹁
源
太
兵

衛
︑
同
士
討
や
﹂
と
言
葉
を
懸
る
︒﹁
何
に
味
方
打
﹂
と
答
へ
申
ど
︑
早
敵
と
心

得
拝
打
に
打
け
る
太
刀
先
︑
味
方
の
源
太
兵
衛
も
少
は
あ
た
り
け
る
︒
然
共
七
郎

11 

︵
内
︶
男
女

左
衛
門
首
は
水
も
た
ま
ら
ず
打
落
し
︑
源
太
兵
衛
起
上
り
と
ゞ
め
を
指
︑
高
声
に

て
︑﹁
池
田
七
郎
左
衛
門
を
ば
近
藤
源
太
兵
衛
打
取
た
り
﹂
と
呼
は
り
︑
扨
台
所

に
出
け
る
に
︑
浅
田
郷
右
衛
門
と
山
田
又
市  

12︹
今
に
せ
り
合
け
る
所
を
︑
十
郎

兵
衛
家
来
半
左
衛
門
大
身
の
鑓
を
投
つ
き
に
い
た
し
け
る
︒
鑓
先
又
市
︺
眉
間
に

あ
た
り
少
臆
所
を
︑
郷
右
衛
門
唯 

13一
扱
に
せ
ん
と
（
十
五
オ
）
せ
し
所
を
︑
源
太

兵
衛
走
り
懸
り
︑
右
か
い
な
を
打
落
し
た
ゝ
み
か
け
て
討
留
︑
其
内
に
半
左
衛
門

は
門
口
迄
逃
行
け
る
所
を
︑
高
橋
喜
兵
衛
待
合
打
留
た
り
︒
さ
て
何
れ
も
打
寄
︑

浅
田
十
郎
兵
衛
を
捜
し
け
れ
共
行
衛
不
知
︒
源
太
兵
衛
言
様
︑﹁
ヶ
程
捜
し
て
も

不
見
︒
万
一
隠
れ
居
る
と
て
も
七
郎
左
衛
門
其
外
家
来
迄
を
討
せ
十
郎
兵
衛
不
出

合
は
︑
打
留
る
も
同
じ
︒
い
さ
此
所
を
立
退
べ
し
︒
最
早
望
は
遂
た
り
﹂
と
︑﹁
目

出
度
〳
〵
﹂
と
千
秋
楽
を
高
々
と
諷
門
外
へ
出
け
る
︒
後
に
様
子
聞
ば
︑
浅
田
十

郎
兵
衛
は
水
風
呂
桶
に
入
蓋
し
て
隠
れ
け
る
を
︑
下
女
走
り
行
て
桶
の
の
み
口
を

抜
け
り
︒

　

村
岡
勢
弐
拾
人
余
り
（
十
五
ウ
）
詰
懸
け
け
る
を
︑
山
田
又
市
追
散
し
け
る
︒

六
七
間
も
下
り
け
る
が
︑
又
追
懸
け
ん
と
せ
し
所
を
︑
又
市
小
刀
筓
を
弐
本
手
裏

剣
に
打
け
れ
ば
︑
討
手
の
眉
間
に
当
り
︑
十
間
計
跡
に
さ
が
り
け
り
︒
其
内
に
五

人
は
町
は
づ
れ
迄
往
て
︑﹁
又
市
〳
〵
﹂
と
呼
け
る
︒
又
市
手
振
て
み
せ
け
る
と
︑

五
人
は
和
田
口
へ
懸
り
︑
四
つ
堂
に
て
暫
休
足
し
け
る
︒
又
市
鑓
疵
深
手
故
︑
濃

人
町
の
小
家
に
は
い
り
戸
を
立
け
る
︒
女
童
は
裏
口
ゟ
逃
去
り
け
る
︒
宮
田
夫
兵

衛
と
言
村
岡
侍
︑
折
節
田
植
の
下
地

︵
知
︶に

参
り
出
り
け
る
を
︑
内
証
ゟ
着
込
長
剣

を
持
せ
遣
し
︑
村
岡
の
家
中
は
敵
打
あ
る
よ
し
注
進
被
致
け
れ
ば
︑
其
儘
着
込

ち
や
く
し
（
十
六
オ
）
町
は
づ
れ
迄
出
け
れ
ど
も
︑
村
岡
町
人
共
百
性
共
立
騒
ぐ

12 

書
写
の
際
に
生
じ
た
欠
と
見
て
︑︵
内
︶
に
よ
り
補
︒

13 

﹁
一
汲す

く
ひ﹂

と
書
こ
う
と
し
た
も
の
か
︒︵
内
︶
一
す
く
ひ

七

村
岡
敵
討
事
件
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実
録
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故
︑﹁
敵
打
は
﹂
と
尋
給
へ
共
︑﹁
此
町
家
へ
は
い
り
た
り
﹂
と
い
へ
り
︒
夫
兵
衛

夫マ

マ
兵
衛
戸
を
押
破
り
見
給
へ
ば
︑
は
や
山
田
又
市
は
庭
の
石
居
に
太
刀
先
を
立
つ

ら
ぬ
き
死
た
り
︒
夫
兵
衛
︑﹁
残
り
の
敵
打
は
﹂
と
問
へ
ば
︑﹁
今
和
田
峠
迄
参
る
﹂

と
注
進
あ
り
け
る
と
︒
夫
兵
衛
初
村
岡
勢
追
懸
け
る
︒

　

和
田
村
之
権
之
丞
と
言
百
性
鉄
砲
引
さ
げ
出
け
る
ゆ
へ
︑
村
岡
勢
︑﹁
権
之
丞
︑

討
や
〳
〵
﹂
と
声
を
懸
け
る
を
︑
権
之
丞
母
聞
つ
け
走
り
出
て
権
之
丞
に
抱
付
︑

﹁
村
岡
の
狼
藉
者
又
は
盗
賊
と
あ
る
な
ら
ば
格
別
︒
あ
れ
は
敵
打
な
り
︒
そ
れ
を

又
打
は
百
性
の
入
ぬ
事
﹂
と
（
十
六
ウ
）
留
け
れ
ば
︑
尤
と
や
お
も
ひ
け
ん
︑
権

之
丞
は
和
田
へ
帰
る
︒
其
内
に
敵
討
は
峠
過
行
け
る
︒
村
岡
追
打
の
者
共
︑﹁
先

村
岡
へ
帰
支
度
を
調
追
懸
べ
し
﹂
と
︑﹁
敵
打
も
中
々
今
夜
中
に
蒲
生
峠
は
越
ま

じ
﹂
と
て
皆
々
村
岡
へ
引
け
る
︒
五
人
の
者
共
は
是
を
ば
し
ら
ず
︑
今
に
跡
ゟ
追

打
有
か
と
思
ひ
︑
漸
々
と
和
田
峠
の
向
ま
で
た
ど
り
付
︑
道
明
寺
を
出
し
少
し
宛

た
べ
︑
三
原
野
と
い
ふ
抜
道
を
通
り
︑
夜
中
に
難
所
を
越
椿
峠
迄
参
着
し
︑
殊
外

腹
中
す
き
︑
小
家
に
立
寄
給
べ
物
を
望
み
候
得
共
︑
何
も
無
之
︑
少
し
宛
酒
を
給

べ
︑
疵
所
へ
血
留
付
︑
蒲
生
峠
ま
で
参
︑﹁
何
れ
も
労
申
故
︑
馬
を
雇
く
れ
（
十
七

オ
）
候
得
﹂
と
頼
け
れ
共
︑
所
の
者
共
恐
れ
周
︵
章
︶
て
逃
去
け
り
︒
其
時
五
人

の
者
共
申
は
︑﹁
銘
々
儀
は 

14鳥
取
ゟ
追
掛
者
あ
り
罷
越
候
︒
自
然
打
留
候
ば
何
方

に
て
も
人
馬
出
さ
せ
候
様
に
︑
荒
尾
主
計
・
池
田
日
向
へ
相
断
候
間
︑
若
不
出
申

候
ば
︑
以
後
不
可
然
﹂
と
偽
候
得
ば
︑
百
性
共
承
り
︑﹁
相
心
得
候
へ
共
︑
此
所

に
は
伝
馬
共
に
無
御
座
候
︒
今
少
し
先
へ
御
越
候
得
﹂
と
申
て
人
を
付
道
し
る
べ

致
︒
何
れ
も
こ
れ
に
力
を
得
︑
漸
翌
日
三
日
之
朝
︑
馬
場
村
と
言
所
迄
た
ど
り
付
︒

　

其
節
小
山
団
右
衛
門
と
言
郡
奉
行
法
美
郡
楠
城
ゟ
岩
井
え
と
出
ら
る
ゝ
注
進

14  ︵
内
︶
但
馬
ゟ
︒︵
中
︶
鳥
取
ゟ
︒﹁
鳥
取
ゟ
﹂
で
あ
れ
ば
︑
追
い
討
ち
の
者
共
の
出
処
に

つ
い
て
も
偽
っ
た
こ
と
に
な
る
︒

前
日
に
有
け
れ
ば
︑
大
庄
屋
彦
三
郎
︑
組
頭
小
嶋
屋
三
郎
右
衛
門
︑
馬
場
村
庄

屋
（
十
七
ウ
）
久
兵
衛
方
︵
に
て
︶
朝
茶
呑
て
お
り
け
る
に
︑
向
の
山
端
ゟ
何
に
者

共
し
ら
ず
四
五
人
着
込
腹
巻
脚
当
て
に
て
朱
に
な
り
来
り
け
る
故
︑
彦
三
郎
・
三

郎
右
衛
門
出
合
︑﹁
各
方
に
は
昨
日
湯
村
を
御
立
被
成
︑
又
今
日
是
へ
御
通
り
の

体
︒
子
細
有
様
に
御
語
被
成
候
得
﹂
と
申
せ
ば
︑
何
れ
も
返
答
に
︑﹁
敵
打
に
て

有
間
︑
鳥
取
ゑ
の
近
道
教
へ
給
は
れ
﹂
と
申
ゆ
へ
︑
彦
三
郎
・
三
郎
右
衛
門
︑﹁
敵

は
何
方
に
て
打
給
ふ
ぞ
﹂
と
尋
け
れ
ば
︑﹁
夫
は
は
や
知
れ
申
︒
子
細
は
追
々
︒

お
い
打
罷
越
候
︒
片
時
も
早
く
鳥
取
ま
で
立
退
申
度
﹂
と
一
向
頼
申
さ
れ
け
る
︒

﹁
併
子
細
を
不
知
此
所
を
ば
通
し
申
事
は
難
仕
︒
有
体
に
御
語
候
ば
︑
我
等
風
情

（
十
八
オ
）
候
得
共
︑
御
望
叶
可
申
︒
殊
更
鳥
取
ゑ
御
引
取
と
被
仰
候
は
︑
当
国

家
中
に
御
家
門
共
も
有
之
候
哉
﹂
と
尋
け
れ
ば
︑
其
時
︑﹁
但
州
村
岡
に
て
敵
首

尾
好
打
留
た
り
︒
兼
而
荒
尾
主
計
と
申
合
置
候
︒
敵
首
尾
よ
く
打
留
申
と
あ
な
た

迄
参
れ
と
約
諾
也
﹂
と
い
ふ
︒﹁
主
計
殿
は
当
国
之
家
老
な
れ
ば
︑
猶
以
銘
々
見

遁
し
に
は
成
申
ず
︒
然
ば
先
湯
村
迄
御
伴
ひ
可
申
﹂︒
組
頭
三
郎
右
衛
門
を
ば
湯

村
へ
注
進
に
戻
し
︑﹁
彦
三
郎
宅
は
但
馬
口
に
て
要
害  

15︹
あ
し
く
︺︑
喜
平
次
が

屋
敷
は
山
を
か
ま
へ
要
害
も
よ
し
︒
是
に
落
付
可
申
﹂︒

　

扨 

16村
岡
追
討
の
注
進
に
は
馬
場
村
百
性
嘉
右
衛
門
と
言
者
を
申
つ
け
︑
但
馬

の
方
へ
指
出
し
︑
馬
場
村
の
百
性
（
十
八
ウ
）
数
人
脇
に
そ
へ
湯
村
喜
平
次
方
迄

参
着
し
︑
夫
ゟ
追
々
但
馬
口
へ
注
進
を
指
出
︒﹁ 

17追
而

︵
手
︶壱

里
計
間
有
な
ら
ば
︑
浦

15 

底
本
︑﹁
も
吉
外
﹂
の
如
き
字
を
記
す
が
︑
意
味
通
ら
ず
︒︵
内
︶
に
よ
り
改
む
︒

16  
村
岡
か
ら
の
追
討
の
一
団
が
迫
る
や
否
や
を
偵
察
し
注
進
す
る
よ
う
命
じ
た
と
い
う

こ
と
︒

17  

こ
の
文
︑︵
内
︶
に
は
無
し
︒
こ
の
あ
た
り
の
状
況
は
︑︵
中
︶
に
﹁
喜
平
次
・
彦
三
郎

相
談
に
て
︑
追
討
の
者
遠
見
に
は
馬
場
村
嘉
左
衛
門
と
云
百
性
を
遣
し
︑﹁
追
討
之
者

間
な
く
は
浦
住
迄
遣
し
︑
舟
に
て
加
路
へ
送
り
︑
又
は
事
急
に
候
は
ゞ
︑
喜
平
次
裏
の

八
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岡
敵
討
事
件
の
実
録
『
但
州
村
岡
敵
討
』（
田
中
則
雄
）

－ 227 －



住
ま
で
遣
す
︒
加
路
ゑ
船
に
て
送
る
か
︑
又
は
喜
平
次
裏
の
山
ゟ
岩
常
越
を
落
べ

し
﹂
と
彦
三
郎
・
喜
平
次
相
談
に
て
︑
近
郷
之
百
性
を
呼
集
︑
彦
三
郎
方
に
て
は

雑
人
の
支
度
を
調
︑
五
人
の
敵
打
へ
も
茶
漬
を
少
づ
ゝ
指
出
し
︑
夫
ゟ
浦
住
御
番

所
岡
野
吉
左
衛
門
・
野
間
惣
兵
衛
︑
在
普
請
奉
行
寺
尾
又
左
衛
門
・
保
坂
一
郎
右

衛
門
・
青
木
甚
左
衛
門
︑
其
節
太
田
村
逗
留
侍
中
野
又
左
衛
門
︑
河

︵
川
︶崎

村
に
佐
久

間
甚
左
衛
門
︑
湯
治
の
衆
中
は
追
々
注
進
致
け
る
と
︒
佐
久
間
甚
左
衛
門
一
番

に
欠
付
︑
喜
平
次
門
口
に
て
大
庄
屋
（
十
九
オ
）
彦
三
郎
出
合
先
委
細
を
尋
け
れ

ば
︑
彦
三
郎
申
は
︑﹁
今
日
御
郡
奉
行
当
郡
御
通
り
の
注
進
有
之
に
付
︑
馬
場
村

迄
御
迎
罷
出
候
処
︑
右
五
人
の
様
子
手
負
朱
成
見
へ
け
る
故
︑
銘
々
出
向
吟
味
遂

候
得
ば
︑
敵
討
の
由
被
申
に
付
︑﹁
敵
は
何
方
に
て
打
留
候
﹂
と
再
三
相
尋
候
得

ば
︑﹁
但
州
村
岡
に
て
討
留
た
り
︒
兼
而
荒
尾
主
計
と
申
合
置
候
﹂
と
被
申
候
に

付
︑
其
儘
見
遁
し
に
も
仕
難
︑
先
年
渡
部
数
馬
・
河
合
又
五
郎
打
留
申
節
伊
勢
の

殿
ゟ
御
介
抱
と
承
及
候
得
共
︑
後
日
の
御
評
議
も
不
惶
是
迄
誘
引
仕
候
﹂
と
語
け

れ
ば
︑
甚
左
衛
門
様
子
を
聞
届
け
︑﹁
最
早
此
上
は
自
分
請
込
申
︒
万
一
不
調
法

に
及
と
拙
者
壱
人
切
腹
致
（
十
九
ウ
）
了
簡
成
間
︑
門
の
扉
を
開
べ
し
︒
さ
て
何

れ
も
対
面
可
致
﹂
と
座
敷
へ
通
り
︑
各
五
人
ゑ
対
顔
し
挨
拶
を
述
︑﹁
唯
今
鳥
取

え
注
進
の

︵
を
︶差

出
し
候
︒
何
れ
も
御
用
等
は
無
御
座
候
哉
﹂
と
申
け
れ
ば
︑﹁
先
以

御
心
入
不
浅
候
︒
先
刻
馬
場
村
と
申
所
に
て
当
所
の
役
人
衆
へ
申
聞
候
は
︑
兼
而

荒
尾
主
計
殿
と
申
合
置
候
と
申
聞
候
得
共
︑
此
義
は
謀
略
に
て
申
聞
候
間
︑
鳥

取
へ
は
御
沙
汰
御
無
用
に
被
成
候
得
﹂
と
懇
に
頼
け
る
︒﹁
其
段
は
御
心
易
思
召

候
得
︒
最
早
武
具
を
御
取
御
休
足
あ
る
べ
し
﹂
と
一
向
申
け
れ
ば
︑
各
五
人
承
︑

山
道
ゟ
岩
常
越
を
落
す
べ
し
﹂
と
申
合
せ
﹂
と
記
す
の
が
わ
か
り
や
す
い
︒
村
岡
か
ら

の
追
討
︵
池
田
・
浅
田
側
の
一
類
︶
の
接
近
具
合
を
確
認
し
つ
つ
︑
敵
討
の
面
々
を
逃

が
す
経
路
を
思
案
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

﹁
是
は
此
儘
に
被
成
置
被
下
候
得
︒
今
に
今マ

マ

も
追
討
之
参
と
（
二
十
オ
）
出
向
へ
働

仕
候
﹂
と
堅
辞
退
し
け
れ
ば
︑﹁
拙
者
請
込
申
か
ら
は
︑
縦
追
討
罷
越
候
と
て
も
︑

各
の
手
に
懸
け
申
ま
で
も
無
之
︒
若
輩
の
某
な
れ
ば
御
心
元
な
く
思
召
候
や
﹂
と

申
け
れ
ば
︑﹁
然
ら
ば
御
差
図
に
ま
か
せ
ん
﹂
と
休
足
の
体
に
見
へ
け
る
︒
源
太

兵
衛
強
働
け
る
ゆ
へ
︑
刀
の
刃
鋸
の
ご
と
く
に
成
り
︑
さ
や
ゑ
い
ら
ざ
る
を
︑
甚

左
衛
門
た
め
直
し
︑ 

18塩
湯
に
て
源
太
兵
衛
頭
疵
を
洗
療
治
致
け
る
︒
甚
左
衛
門
働

を
見
て
︑﹁
あ
つ
ぱ
れ
勇
知
兼
備
の
仁
か
な
﹂
と
皆
々
感
け
る
︒

　

源
太
兵
衛
喜
平
次
を
呼
申
は
︑﹁
病
人
十
兵
衛
を
当
所
に
預
け
置
度
存
ど
も
︑

宿
老
中
瀬
屋
三
郎
右
衛
門
と
申
ゆ
へ
︑
若
又
但
馬
の
（
二
十
ウ
）
中
瀬
屋
ゟ
参
り

居
申
者
か
と
察
し
︑
無
是
非
浅
手
の
坂
に
て
生
害
い
た
し
︑
残
念
不
少
な
り
﹂
と

語
ら
れ
け
る
︒
彦
三
郎
申
は
︑﹁
敵
の
屋
形
へ
は
何
時
に
踏
込
給
ふ
ぞ
﹂
と
尋
け

れ
ば
︑﹁
刻
限
日
昼
の
申
合
の
所
︑
二
日
湯
村
を
罷
立
節
思
ひ
の
外
遅
引
罷
成
︑

漸
々
七
つ
過
に
踏
込
本
望
を
遂
た
り
﹂
と
咄
さ
れ
後
に
考
に
︑
日
昼
は
昼
休
に
て
︑
村

岡
家
中
宿
に
居
る
︒
遅
引
は
仕
合
也
︒

　

堀
尾
夫
兵
衛
喜
平
次
に
向
申
様
に
は
︑﹁
銘
々
到
着
ゟ
湯
元
の
衆
中
不
審
致
さ

る
ゝ
体
見
へ
た
り
け
る
︒
定
而
忍
を
入
給
ふ
と
見
へ
た
り
﹂︒
喜
平
次
承
︑﹁
各
方

に
は
洛
陽
之
咄
計
よ
く
こ
そ
遊
ば
し
け
る
﹂︵
と
︶
大
笑
に
な
り
け
る
︒

　

近
郷
（
二
十
一
オ
）
の
諸
士
追
々
に
集
り
︑
翌
四
日
鳥
取
ゟ
迎
︵
の
︶
衆
中
に
は

南
条
孫
右
衛
門
・
吉
村
六
右
衛
門
・
佐
橋
助
太
夫
・
同
長
八
︑
湯
村
ゟ
佐
久
間
甚

左
衛
門
・
中
野
又
左
衛
門
・
滝
川
軍
右
衛
門
・
武
宮
久
兵
衛
・
青
木
甚
左
衛
門
・

保
坂
三
郎
右
衛
門
・
寺
尾
亦
左
衛
門
・
野
間
惣
兵
衛
︑
上
下
五
拾
余
人
︑
同
日
申

の
下
刻
鳥
取
へ
下
着
︑
直
に
町
会
所
へ
落
付
︒
番
士
の
面
々
津
田
周
防
組
・
鵜
殿

民
部
組
・
池
田
日
向
組
・
池
田
大
蔵
組
・
福
田
兵
部
・
菅
隼
人
・
矢
野
兵
庫
・
天

野
織
部
・
加
賀
一
学
・
箕
浦
蔵
人
・
宮
脇
十
郎
右
衛
門
・
加
藤
丹
下
組
中
︑
忍
の

18 

︵
内
︶
同
じ
︒︵
中
︶
酒
湯

九
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者
に
は
安
場
金
右
衛
門
・
新
作
兵
衛
・
国
府
九
左
衛
門
・
新
茂
太
夫
・
吉
岡
弥
七

郎
・（
二
十
一
ウ
）
吉
岡
半
左
衛
門
︑
徒
方
は
山
瀬
弥
太
郎
・
堀
作
右
衛
門
・
松

浦
左
一
兵
衛
・
吉
田
惣
五
郎
・
福
家
利
右
衛
門
・
海
村
喜
十
郎
・
落
合
惣
兵
衛
・

渡
辺
半
助
・
福
家
十
太
夫
・
有
沢
九
右
衛
門
・
松
川
六
右
衛
門
・
西
原
長
右
衛

門
・
高
原
新
七
郎
︑
下
番
裁
許
人
伊
吹
久
四
郎
・
松
井
左
助
︑
諸
事
肝
煎
北
村
八

兵
衛
・
宮
脇
得
兵
衛
・
清
水
忠
兵
衛
・
岩
田
八
郎
左
衛
門
・
大
場
六
郎
太
夫
︑
金

瘡
圓
城
寺
速
元
︑
医
師
冨
嶋
玄
東
︑
何
れ
も
相
勤
け
る
︒

　

北
村
八
兵
衛
罷
出
︑
敵
討
之
面
々
物
語
承
届
︑
滝
山
兵
助
執
筆
に
て
記
之
︒

　

近
藤
源
太
兵
衛
言
︑﹁
廿
五
年
以
前
松
平
和
泉
守
方
へ
児
小
性
奉
公
に
罷
出
︑

近
藤
熊
之
介
と
申
︒
兄
近
藤
宇
右
衛
門
義
は
其
節
（
二
十
二
オ
）
浪
人
に
て
罷
有

候
︒
此
度
池
田
七
郎
左
衛
門
・
浅
田
十
郎
兵
衛
両
人
を
心
掛
遂
存
念
候
儀
︑
兄
宇

右
衛
門
江
戸
本
郷
六
町
目
の
寺
に
て
右
両
人
に
討
れ
申
け
れ
︵
ば
︶︑
夫
ゟ
武

︵
夫
︶兵

衛
と
申
合
︑
七
郎
左
衛
門
・
十
郎
兵
衛
心
懸
け
︑
此
度
七
郎
左
衛
門
討
留
申
候
︒

私
義
も
和
泉
守
手
前
拾
年
已
前
暇
を
取
京
都
ゑ
住
居
し
︑
敵
打
之
儀
前
田
安
藝
守

殿
・
能
勢
日
向
守
殿
へ
相
断
︑
堀
尾
夫
兵
衛
・
山
田
又
市
・
小
山
田
清
左
衛
門
・

二
和
十
兵
衛
︑
家
来
山
本
五
兵
衛
・
高
橋
喜
兵
衛
︑
以
上
七
人
一
身
同
心
に
て
拾

年
以
前
但
州
村
岡
へ
罷
越
︑
池
田
・
浅
田
を
心
懸
け
候
得
共
︑
首
尾
無
之
京
都
へ

罷
帰
数
年
心
掛
︑
此
度
本
望
を
遂
申
候
に
︑
今
和
泉
守
ゟ
別
懇
意
（
二
十
二
ウ
）

に
付
浪
人
之
内
も
切
々
目
見
仕
候
︒
此
度
も
和
泉
守
家
来
も
罷
越
度
存
念
に
居
申

候
︒
私
儀
和
泉
守
手
前
に
て
領
知
五
百
石
給
り
近
習
役
相
勤
候
︒
本
望
達
候
得
ば
︑

和
泉
守
家
を
離
申
者
に
て
は
無
御
座
候
︒
併
敵
七
郎
左
衛
門
は
打
留
候
へ
共
︑
十

郎
兵
衛
を
打
洩
し
︑
此
存
念
は
残
居
申
候
︒
和
泉
守
方
へ
立
帰
不
申
今
迄
の
体
に

て
十
郎
兵
衛
を
心
掛
申
儀
も
可
有
御
座
候
︒
親
類
幷
伜
八
右
衛
門
︑
主
計
と
申
候

て
有
之
候
︒
一
類
共
主
殿

︵
計
︶は

未
仕
候
﹂︒

　

堀
尾
夫
兵
衛
口
上
︑﹁
拾
五
六
年
以
前
幼
少
に
て
山
名
主
殿
へ
児
小
性
に
罷
出
︑

名
は
北
条
三
木
之
介
と
申
候
︒
勤
番
之
節
傍
輩
川
の
九
十
郎
と
喧
𠵅
仕
︑
則
座
に

打
留
︑
其
節
浅
田
十
郎
兵
衛
・
池
田
七
郎
左
衛
門
︑（
二
十
三
オ
）
名
字
は
失
念

致
候
︑
団
右
衛
門
︑
休
哲
と
申
者
共
出
合
︑
是
非
立
退
候
様
に
申
聞
候
へ
共
︑
再

三
辞
退
仕
候
︒
達
而
退
候
様
に
進
申
候
に
付
︑
任
其
意
主
殿
隣
屋
敷
に
公
儀
御
勘

定
頭
松
浦
伊
右
衛
門
殿
へ
掛
込
候
得
ば
︑
伊
右
衛
門
殿
御
聞
届
二
日
御
か
く
ま
い

に
罷
成
︑
夫
ゟ
近
藤
源
太
兵
衛
兄
宇
右
衛
門
︑
江
戸
本
郷
二
町
目
に
居
申
候
︒
宇

右
衛
門
儀
は
同
国
下
野
の
者
に
て
︑
私
筋
目
有
之
故
︑
宇
右
衛
門
一
類
常
々
入
魂

仕
候
に
付
︑
早
速
私
義
か
く
ま
い
置
︒
其
後
東
叡
山
寺
軽
院
と
申
寺
へ
参
︑
六
十

日
程
罷
有
︑
其
内
堀
田
備
中
守
へ
奉
公
の
企
仕
︑
児
小
性
に
罷
出
︑
近
藤
一
学
と

申
候
︒
其
後
村
岡
に
て
私
儀
池
田
・
浅
田
が
作
廻
に
て
（
二
十
三
ウ
）
落
た
る
と

風
聞
有
之
︑
主
殿
被
聞
召
︑
両
人
と
し
て
私
を
尋
出
し
︑
無
左
は
暇
を
遣
す
よ
し

被
申
渡
候
故
︑
七
郎
左
衛
門
・
十
郎
兵
衛
︑
宇
右
衛
門
方
へ
参
︑
達
而
私
儀
村
岡

へ
戻
し
候
様
に
申
故
︑
中
々
同
心
不
仕
︑
私
義
行
衛
知
れ
不
申
由
返
答
仕
候
︒
依

之
宇
右
衛
門
に
意
趣
相
含
候
︒
定
而
宇
右
衛
門
か
又
は
私
な
り
共
討
留
申
様
に
︑

主
殿
被
仰
付
候
と
覚
申
候
︒
然
所
江
戸
本
郷
六
町
目
に
而
宇
右
衛
門
義
両
人
に
打

れ
申
候
︒
私
義
故
宇
右
衛
門
討
れ
申
候
に
付
︑
池
田
・
浅
田
意
趣
有
之
︑
備
中
守

手
前
暇
を
願
候
へ
共
暇
之
埒
明
不
申
︑
漸
々
一
両
年
仕
埒
明
申
候
に
付
︑
夫
ゟ
源

太
兵
衛
へ
馴
染
方
々
流
浪
仕
︑
此
度
七
郎
左
衛
門
を
ば
討
留
候
へ
共
︑（
二
十
四

オ
）
十
郎
兵
衛
其
場
へ
出
不
申
討
洩
︑
無
是
非
之
仕
合
に
御
座
候
︒
備
中
守
手
前

暇
取
申
刻
︑
遂
本
望
申
候
ば
帰
参
仕
候
様
に
と
︑
私
へ
は
聢
と
不
申
聞
候
へ
共
︑

傍
輩
田
中
団
右
衛
門
と
申
者
へ
申
聞
候
︵
は
︶︑﹁
存
念
首
尾
能
本
望
達
候
得
ば
呼

返
申
儀
も
可
有
之
﹂
と
︑
備
中
守
被
申
候
由
︑
団
右
衛
門
申
聞
候
へ
共
︑
暇
の
以

後
備
中
守
へ
出
入
も
不
仕
候
︒
尤
両
親
と
も
無
御
座
候
﹂︒

　

小
山
田
清
左
衛
門
物
語
は
︑﹁
私
儀
は
源
太
兵
衛
・
夫
兵
衛
親
類
の
者
に
て
も

無
御
座
候
︒
同
国
の
好
み
︑
宇
右
衛
門
・
源
太
兵
衛
と
別
而
懇
意
に
有
之
に
付
︑

一
〇
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岡
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拾
年
以
前
ゟ
夫
兵
衛
・
源
太
兵
衛
へ
付
添
方
々
流
浪
仕
︑
此
度
遂
本
望
候
﹂︒

　

山
本
五
兵
衛
・
高
橋
喜
兵
衛
︑﹁
両
人
儀
︑
近
藤
源
太
兵
衛
家
来
（
二
十
四
ウ
）

に
て
御
座
候
︒
源
太
兵
衛
一
義
存
立
候
に
つ
き
︑
始
終
付
随
︑
此
度
先
途
を
見
届

申
候
﹂︒

　

北
村
八
兵
衛
︑
何
れ
も
口
上
聞
届
け
感
心
の

︵
を
︶致

け
る
︒

　

扨
湯
村
に
は
庄
屋
共
始
何
れ
も
安
堵
の
思
ひ
を
な
し
け
る
所
に
︑
村
岡
ゟ
馬

場
村
の
嘉
左
衛
門
注
進
の
人
を
戻
し
け
る
は
︑﹁
村
岡
の
諸
士
雑
兵
百
人
計
追
討

罷
越
す
︒
評
定
の
最
中
﹂
と
注
進
致
け
る
︒
湯
村
の
彦
三
郎
・
喜
平
次
思
ひ
け

る
は
︑﹁
縦
追
討
有
共
よ
も
や
蒲
生
峠
は
越
ま
じ
と
ぞ
ん
じ
︑ 

19さ
ば
か
り
騒
動
せ

ざ
れ
ば
︑
其
儘
に
も
捨
置
難
﹂
思
ひ
︑
鳥
取
へ
此
由
注
進
致
け
る
︒
同
日
夜
半

過
村
岡
を
立
た
る
と
注
進
致
け
る
︒
此
旨
追
々
注
進  

20︹
を
い
た
す
と
︒︺
但
州
口

は
︹
津
田
周
防
幷
組
中
其
外
諸
士
に
︺
仰
付
（
二
十
五
オ
）︹
置
け
る
︒
翌
五
日

之
朝
︑
追
討
蒲
生
峠
を
︺
越
由
注
進
有
︹
之
と
︒
湯
村
之
者
共
評
定
︺
に
て
︑﹁
御

茶
屋
守
平
兵
衛
元
来
︹
但
州
︺
浪
人
成
者
也
︒
平
兵
衛
を
無
何
心
体
に
て
道
ま
で

出
し
置
︑﹁
敵
打
は
三
日
に
湯
村
ゑ
到
着
し
︑
即
日
米
子
の
方
へ
参
︑
鳥
取
へ
は

不
参
と
留
さ
せ
可
申
﹂
と
彦
三
郎
・
喜
平
次
評
定
に
て
︑
平
兵
衛
を
呼
寄
申
付
け

る
︒
平
兵
衛
委
細
承
︑﹁
此
度
但
州
ゟ
罷
越
追
打
の
衆
中
定
而
古
郷
に
て
朋
友
共

可
参
候
得
共
︑
右
五
人
の
敵
打
を
鳥
取
へ
御
引
取
存
な
が
ら
︑
鳥
取
へ
は
不
参
と

偽
り
申
義
︑
万
一
以
後
露
顕
致
候
得
ば
︑
村
岡
諸
士
の
聞
へ
も
御
座
候
︒
此
儀
幾

重
も
御
免
候
へ
﹂
と
辞
退
致
け
る
︒
其
時
（
二
十
五
ウ
）
喜
平
次
申
は
︑﹁
其
方
当

19 

︵
内
︶
さ
ば
か
り
も
騒
動
せ
ざ
れ
ど
も

20  

二
十
五
オ
か
ら
ウ
に
か
け
て
大
き
く
破
損
︒︹
を
い
た
す
と
︒︺
~
︹
但
州
︺
の
︹　

︺

部
分
︑︵
内
︶
に
よ
り
補
︒

国
へ
良
久
住
居 

21飢
ず
饉
ず
朝
夕
を
い
と
な
む
事
是
非
国
恩
に
哉
︒
今
更
古
郷
の

義
理
を
思
ふ
事
日
比
に
は
似
合
︵
ぬ
︶
者
哉
﹂
と
強
申
聞
せ
け
れ
ば
︑﹁
其
儀
に
て

候
へ
ば
︑
相
心
得
た
り
﹂
と
て
︑
直
馬
場
の
近
所
迄
出
向
け
る
︒
案
の
ご
と
く
村

岡
勢
雑
兵
四
五
拾
人
計
騎
馬
に
て
参
け
る
︒
能
々
見
れ
ば
︑
古
郷
に
て
懇
意
に
語

し
片
田
佐
左
衛
門
・
三
上
久
女
亮
・
宮
田
夫
兵
衛
・
武
田
太
郎
右
衛
門
・
上
野
四

郎
右
衛
門
・
池
田
甚
兵
衛
・
加
須
屋
伝
左
衛
門
・
浅
田
十
郎
兵
衛
也
︒
平
兵
衛
出

合
︑﹁
各
方
に
は
定
而
此
度
之
追
打
と
見
へ
た
り
︒
併
敵
打
は
三
日
に
湯
村
当
着

し
︑
直
伯
州
米
子
表
へ
罷
通
り
候
︒
鳥
取
へ
御
越
は
（
二
十
六
オ
）
無
益
也
︒
是

ゟ
米
子
の
方
へ
御
越
可
然
﹂
と
実
儀
ら
敷
言
け
れ
ば
︑﹁
其
方
被
申
所
偽
り
に
は

存
ね
ど
︑
是
迄
参
湯
村
へ
は
程
近
の
間
︑
先
湯
村
迄
参
其
上
の
評
定
な
り
︒
不
肖

な
が
ら
湯
元
迄
誘
引
有
︵
れ
︶﹂
と
申
さ
れ
け
る
︒﹁
其
儀
な
ら
ば
御
伴
可
申
﹂
と

て
︑
平
兵
衛
方
迄
同
道
致
け
る
︒
湯
村
に
は
老
若
男
女
周
章
騒
︑
鳥
取
へ
注
進
の

な
し
け
る
︒
五
月
五
日
菖
蒲
の
規
式
の
最
中
に
て
︑
俄
に
騒
動
し
︑
家
中
諸
士
浜

坂
口
迄
詰
懸
︑
今
や
〳
〵
と
待
請
け
り
︒
追
打
の
物
見
と
し
て
松
尾
惣
左
衛
門
・

大
久
保
与
惣
右
衛
門
・
南
条
喜
右
衛
門
︑
被
仰
付
罷
越
け
り
︒
彦
三
郎
・
喜
平
次

御
茶
屋
守
平
兵
衛
方
へ
参
︑
村
岡
の
（
二
十
六
ウ
）
村マ

マ岡
追
打
の
衆
中
へ
対
面
し
︑

﹁
右
五
人
の
敵
打
三
日
に
当
地
へ
到
着
︑
一
宿
を
望
け
れ
共
︑
銘
々
同
心
不
仕
︑

則
日
当
所
追
立
︑
直
に
伯
州
米
子
の
方
へ
立
退
被
申
︑
鳥
取
へ
は
不
参
﹂
由
口
を

揃
て
申
け
る
︒
追
打
衆
評
議
区
々
に
て
︑﹁
是
迄
参
り
鳥
取
へ
不
罷
越
村
岡
へ
帰

り
︑
銘
々
申
分
な
し
︒
是
非
共
鳥
取
へ
可
参
﹂
と
︑
血
気
盛
の
若
侍
共
申
け
る
中

に
も
︑
老
仁
被
申
け
る
は
︑﹁
湯
元
役
人
衆
︑
鳥
取
へ
は
不
参
と
神
文
を
以
被
申

に
︑
参
り
て
も
無
益
也
︒
万
一
鳥
取
へ
御
介
抱
有
な
ら
ば
︑
追
而
評
議
な
る
べ
し
︒

一
旦
村
岡
へ
可
帰
﹂
と
い
へ
り
︒
何
れ
も
同
心
に
て
︑
同
日
湯
村
を
立
村
岡
へ
帰

21 
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︶
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け
り
︒
此
旨
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Jitsuroku regarding the revenge incident 
at Muraoka Domain, “Tanshu Muraoka katakiuchi”

TANAKA Norio
（Faculty of Law and Literature, Shimane University）

〔 A b s t r a c t 〕

　“Tanshu Muraoka katakiuchi” is a historical novel, jitsuroku, regarding the revenge 
incident at Muraoka Domain in 1682. It has a feature as a modality of jitsuroku especially in 
the estimation of an incident and a character.
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